
令和６年度

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の
諸課題に関する調査結果（埼玉県）

調査主体︓文部科学省
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〇小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は38,138件であり、
前年度に比べ1817件（5.0％）増加している。

〇校種別では、特に中学校で1222件（21.2％）増加している。

１ いじめの認知件数の推移

※いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条）
「いじめ」とは、児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している
等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理
的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であっ
て、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

１ いじめの認知件数の推移 埼玉県（国公私立） いじめの認知件数の推移

Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度

22,652 26,350 29,706 30,260 30,823

3,364 4,554 5,328 5,766 6,988

201 190 281 284 311

24 17 10 11 16

26,241 31,111 35,325 36,321 38,138

35.7 42.7 48.9 50.7 53.6

39.7 47.7 53.3 57.9 61.3

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

計

１，０００人当たりの認知件数（埼玉県）

１，０００人当たりの認知件数（全国）
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〇いじめ発見のきっかけは、すべての校種において「アンケート調査など学校の取組により発見」する割合が高く、
特に小学校においては53.0％を占めている。

〇中学校においては「当該生徒の保護者からの訴え」が増加（6.1ポイント増）、高等学校においては 「本人
からの訴え」が増加（4.1ポイント増）。

〇特別支援学校においては、「アンケート調査などの学校の取組により発見」する割合が昨年度と比べ大きく増
加（41ポイント増）。

２－１ いじめの発見のきっかけ

-3-



〇小学校及び中学校においては、アンケートを年４回以上実施している割合が高い。
〇特別支援学校において、複数回実施している学校の割合が増加している。

２－２ いじめの実態把握のための
アンケート調査実施状況
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〇すべての校種において、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が最も多い。
〇小学校、中学校及び特別支援学校においては、次いで「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、
蹴られたりする」が多い。

〇高等学校においては、全校種で最も「パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる」が多い。

３ いじめの態様

３ いじめの態様 埼玉県（国公私立）＊複数回答可 件数比構成比

令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度

49.4% 50.1% 56.0% 56.7% 52.3% 57.4% 60.0% 75.0% 50.4% 51.3%

8.7% 8.6% 5.7% 6.4% 12.0% 11.3% 6.7% 0.0% 8.3% 8.2%

20.5% 20.1% 10.3% 10.5% 6.9% 7.7% 20.0% 12.5% 18.8% 18.3%

4.6% 4.8% 4.7% 4.8% 1.2% 2.3% 0.0% 0.0% 4.6% 4.7%

0.6% 0.6% 1.0% 0.9% 0.3% 1.0% 6.7% 0.0% 0.7% 0.7%

4.5% 4.4% 4.4% 4.9% 3.0% 1.8% 6.7% 0.0% 4.5% 4.4%

8.6% 8.6% 8.8% 7.5% 3.0% 4.6% 0.0% 6.3% 8.6% 8.4%

1.1% 1.4% 7.6% 6.9% 15.0% 9.5% 0.0% 6.3% 2.2% 2.4%

1.9% 1.6% 1.5% 1.4% 6.3% 4.4% 0.0% 0.0% 1.9% 1.6%

パソコンや携帯電話等で，ひぼう・中傷や嫌なことをされる

その他

合計

冷やかしやからかい，悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

仲間はずれ，集団による無視をされる

軽くぶつかられたり，遊ぶふりをして叩かれたり，蹴られたりする

嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたりする

小学校 特別支援学校

ひどくぶつかられたり，たたかれたり，蹴られたりする

金品をたかられる

金品を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨てられたりする

中学校 高等学校
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〇重大事態の発生件数は11６件で、前年度より増加している（前年比1.33倍）。
〇校種別では、小学校において特に増加している。
〇１号案件が増加している（前年比2倍。令和５年度件数は前年比1.31倍）。

４ いじめの重大事態の発生件数
４ いじめの重大事態の発生件数 埼玉県（国公私立）

年度 合計

Ｒ６年度 107

Ｒ５年度 83

Ｒ６年度 116

Ｒ５年度 87

Ｒ６年度 76

Ｒ５年度 38

Ｒ６年度 68

Ｒ５年度 66

8 0

8

11 0

11 0

第１号：「いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。」
第２号：「いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。」
※１件の重大事態が、いじめ防止対策推進法第２８条第１項第１号及び同項第２号の両方に該当する
　場合は、それぞれ両方に計上されている。

15 6 0

うち、第２号

うち、第1号
39

4 0

8 0

重大事態発生件数（件）

29

44 35

重大事態発生校数（校）
57 39

62 43

41 34

4

17

0

37 25

42 22

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校

0
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〇重大事態のうち、「いじめとして認知していなかった」が前年度より増加（3.7ポイント）。
また、「いじめに該当し得るトラブル等の情報がなかった」割合も前年度より増加(4.6ポイント)。

５ 重大な被害を把握する以前のいじめの対応状況
５ 重大な被害を把握する以前のいじめの対応状況

全国（国公私立）埼玉県（国公私立） R6 R6

R5 R5
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令和６年度調査結果に基づくいじめ問題の現状の捉え方と取組の方向性 

現  状 捉え方（評価・分析） 取組の方向性 

１ 認知件数 

 埼玉県（国公私立） 

 認知件数 38,138 件 

（R5 年度 36,321 件） 

  国（国公私立） 

 認知件数  769,022 件 

（R5 年度 732,568 件） 

 

・児童生徒 1,000 人当たり 

 埼玉県（国公私立） 

 53,6 件（R5 年度 50.7 件） 

 全 国（国公私立） 

 61.3 件（R5 年度 57.9 件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・埼玉県のいじめ認知件数は 38,138 件で全国と同様に前年度と比

べ増加した。 

 

・法の理解が進み、いじめと疑われる事案に対し、学校として法に

則った積極的な認知が行われたこと、アンケート調査や教育相談

体制の充実による丁寧な見取りが認知件数増加の要因であると考

えられる。 

 

・引き続き、いじめの未然防止と早期発見・早期対応の取組も含

め、法に基づき、学校全体で組織的な対応の徹底を目指すべきと

考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教職員を対象とした研

修等を通じて、いじめ

の定義等の理解促進を

図り、適切な認知及び

組織的対応が徹底でき

るよう引き続き取り組

んでいく必要がある。 

 

・いじめ未然防止事業と

して実態調査や教育プ

ログラムを継続的に実

施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの定義 

 「いじめ」とは，「児童生徒に対して，当該児童生徒が在籍する学校に在籍して

いる等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物

理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であっ

て、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。

なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 
 

資料1-2
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現  状 捉え方（評価・分析） 取組の方向性 

２ いじめ発見のきっかけ  

・「アンケート調査など学校 

 の取組により発見」の割合 

 埼玉県（国公私立） 

  47.7%（R5 年度 50,5%） 

 

 

・「本人からの訴え」の割合 

 埼玉県（国公私立） 

  20.0%（R5 年度 18.5%） 

・「当該児童生徒の保護者から 

 の訴え」の割合 

 埼玉県（国公私立） 

  15.6 %（R5 年度 14.7%） 

 

 

 

 

 

・相談機関等からの情報 

 埼玉県（国公私立） 

   68 件（R5 年度 32 件） 

 

・いじめ発見のきっかけは、「アンケート調査など学校の取組により

発見」する割合が高い。 

 引き続き、いじめを早期発見するための一つのツールであるアン

ケート調査の実施方法、頻度等について見直しを継続的に行う必

要がある。 

 

・アンケートや学校の教職員以外からの情報による発見では、「本人

からの訴え」や「当該児童生徒の保護者からの訴え」が多い。 

 これは、児童生徒や保護者へいじめの理解が今まで以上に広がっ

た結果であると捉えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・相談機関等からの情報が発見のきっかけとなる場合が増加傾向に

ある。児童生徒のコミュニケーションツールの変化を踏まえ、引き

続き、実態に合った相談しやすい環境を充実させていく。 

 

 

・学校内において児童生

徒や保護者がいじめを

訴えやすい環境を整え

る。 

 

 

・学校の「いじめ防止等の

ための基本的な方針」に

基づく学校のいじめ問

題への対応について入

学時などに周知を図る。 

 

・スクールカウンセラー

やスクールソーシャル

ワーカーによる教育相

談体制の充実を推進す

る。 

 

・児童生徒や保護者に向け

て SNS を活用した相談

窓口など、学校外の相談

機関の更なる周知に努

める。 
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現  状 捉え方（評価・分析） 取組の方向性 

３ いじめの態様  

 埼玉県（国公私立） 

・「冷やかしやからかい、 

 悪口や脅し文句、 

 嫌なことをいわれる」 

        23,084 件 

（R5 年度 21,374 件） 

 

 

 

・「ネットいじめ」の割合 

 埼玉県（国公私立） 

 小学校  1.4%(R5  1.1%) 

 中学校  6.9%(R5  7.6%) 

 高 校  9.5%(R5 15.0%) 

 特 支  6.3%(R5  0.0%) 

 全 国（国公私立） 

  小学校  1.9 %(R5  1.8%) 

  中学校  9.3 %(R5  9.2%) 

  高  校 13.9 %(R5 15.5%) 

  特  支  7.5 %(R5  8.2%） 

 

 

・全ての校種において「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌な

ことをいわれる」が最も多い。 

 

 

 

 

・いじめの背景には、人間関係や家庭環境、発達上の課題や精神面の

不安定さ、学習への取り組み状況など、様々なものがあると捉えら

れる。 

 

・「ネットいじめ」は校種が上がるにつれて全体件数に占める割合が

高くなる。 

 

 

・児童生徒の ICT 活用は当たり前の時代となった。児童生徒が ICT を

正しく活用できるよう児童生徒や保護者等に啓発する取組を進め

る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・児童生徒の他者を思い

やる心や人権感覚を育

成する指導を進める。 

 

・児童生徒が抱えている

いじめにつながる背景

に目を向けた指導及び

支援に努める。 

 

 

・SNS を含めインターネッ

トの適正利用方法等に

ついて、児童生徒の発達

段階に応じ、あらゆる機

会で適切に指導してい

く必要がある。 

 

・「ネットいじめ」は大人

や教師の目の届きにく

い場で行われるため、保

護者等への啓発も進め

ていく必要がある。 

 

 

 

 

「冷やかしやからかいなど」が多い背景には、以下の要因が考えられる。 

 ・加害となる児童生徒自身がいじめの行為と認識していないものが多い。 
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現  状 捉え方（評価・分析） 取組の方向性 

４ 重大事態  

 埼玉県（国公私立） 116 件 

（R5 年度 87 件） 

 全国（国公私立）  1,405 件 

（R5 年度 1,306 件） 

 

 重大事態の件数（内訳） 

 小 中 高 合計 

R6 62 43 11 116 

R5 44 35 8 87 

R4 20 25 7 52 

 

 

 

 

 

 

 

・重大な被害を把握する以前 

 のいじめの対応状況 

 埼玉県（国公私立） 

 いじめとして認知していた 

  59.5％（R5 63.2％） 

 いじめとして認知していな 

 かった 40.5％（R5 36.8％） 

・重大事態の発生件数が増加している。これは法の理解や保護者の意

向を尊重した対応がなされたことが背景と考える。一方で、学校の

いじめの認知や組織的な対応の不備等の課題もあったことが考え

られる。 

 

・重大事態となった事例では、その調査報告書の中で、以下のような

課題が報告されており、引き続き学校全体で組織的に対応できる

体制を充実させていく必要がある。 

  ①生徒等の訴えを生徒間のトラブルと捉え、いじめとして早期に

対応しなかった。 

 ②いじめが発生した初期対応の段階で、教員が問題を一人で抱え

込んでしまい、情報を共有するのが遅れてしまうなど、学校によ

る組織的な対応を取らなかった。 

 ③人間関係づくりに課題がある生徒や他人を思いやる心や人権意

識に課題のある生徒がいる。（例：軽い気持ちでからかう行為、

SNS に誹謗中傷する内容を書き込む行為等） 

 

 

・重大事態のうち、59.5%は重大事態と把握する以前にいじめとして

認知していたが、40.5%はいじめとして認知していなかった。また、

そのうち「いじめに該当し得るトラブル等の情報がなかった」もの

が 24.1%であり、「いじめに該当し得るトラブル等の情報があった」

ものが 17.3%であった。 

 

 

・教職員を対象とした研

修などを通じて、全ての

教職員がいじめ防止対

策推進法に基づく適切

な対応を行えるよう、同

法をはじめ、ガイドライ

ン等の内容の理解の徹

底、事例集の周知・活用

の推進を図る。 

 

・教育相談体制の充実及

び窓口の周知に努める。 

 

・ソーシャルスキルを高

める授業など、児童生徒

の他人を思いやる心や

人権意識を育む指導を

進める。 

 

・欠席し始めた頃から登

校支援に取り組むとと

もに、トラブル等はなか

ったか児童生徒の保護

者から情報を収集する

など、重大事態に至らな

いよう早期発見・早期対

応に努める。 
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令和７年度埼玉県いじめ問題対策会議について
１ 日時

令和７年12月2４日（水） 11：00〜12：00（WEB開催）
２ 目的

こどものいじめ問題に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、いじめ問題の根絶を図る。

３ 組織
副知事（議長）、県民生活部長（副議長）、埼玉県都市教育長協議会会長、埼玉県町村教育長会会長、
埼玉県高等学校長協会会長、一般社団法人埼玉県私立中学高等学校協会会長、
埼玉県高等学校ＰＴＡ連合会会長、さいたま地方法務局人権擁護課長、統括参事、総務部長、福祉部長、
保健医療部長、副教育長、教育局県立学校部長、教育局市町村支援部長、警察本部生活安全部長

４ 議題
・令和６年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果（埼玉県）について
・令和６年度調査結果に基づくいじめ問題の現状の捉え方と取組の方向性（案）について

参考資料
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